
 

令和７年第１回定例会 提出議案 

議案 

番号 
件       名 提   案   理   由 議決月日 

議決 

番号 

議決 

結果 

１ 令和７年度美里町一般会計予算 予 算 額      ５，９７８，３０５千円 ３月２１日 ２７ 
原案

可決 

２ 
令和７年度美里町国民健康保険特別会計

予算 
予 算 額      １，３５３，２２３千円 ３月２１日 ２８ 

原案

可決 

３ 令和７年度美里町介護保険特別会計予算 予 算 額      １，２２０，９０２千円 ３月２１日 ２９ 
原案

可決 

４ 
令和７年度美里町後期高齢者医療特別会

計予算 
予 算 額        １６６，０５２千円 ３月２１日 ３０ 

原案

可決 

５ 令和７年度美里町水道事業会計予算 

収益的収入予定額       ３７５，４７４千円 

収益的支出予定額     ３７２，７２３千円 

資本的収入予定額     ６７３，５４４千円 

資本的支出予定額     ９０３，８１９千円 

３月２１日 ３１ 
原案

可決 

６ 令和７年度美里町下水道事業会計予算 

収益的収入予定額       ３６６，５９９千円 

収益的支出予定額     ３６６，５９９千円 

資本的収入予定額     ２８３，１６３千円 

資本的支出予定額     ２８３，１６３千円 

３月２１日 ３２ 
原案

可決 

７ 専決処分の承認を求めることについて 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に対して緊急に支援

を講じる必要があるため、令和６年度美里町一般会計予算を

補正する必要が生じ、令和７年２月３日令和６年度美里町一

般会計補正予算（第６号）を専決処分したので、地方自治法

第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものであ

る。 

２月２８日 ３ 
原案

承認 

８ 
令和６年度美里町一般会計補正予算（第

７号） 

補正予算額        １２４，８３７千円 

    総   額       ６，３６５，９７６千円 
３月３日 ９ 

原案

可決 

９ 
令和６年度美里町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号） 

補正予算額          １，３２４千円 

    総   額       １，４５０，１０８千円 
３月３日 １０ 

原案

可決 

10 
令和６年度美里町介護保険特別会計補正

予算（第３号） 

補正予算額          △１３，８１６千円 

総   額      １，２０５，１７６千円 
３月３日 １１ 

原案

可決 

11 
令和６年度美里町後期高齢者医療特別会

計補正予算(第２号) 

補正予算額         △３，６６５千円 

総   額        １５８，８６６千円 
３月３日 １２ 

原案

可決 

12 
令和６年度美里町水道事業会計補正予算

(第３号) 
収益的支出予定額     ３３９，０８２千円 ３月３日 １３ 

原案

可決 

13 
令和６年度美里町下水道事業会計補正予

算(第３号) 

収益的収入予定額       ３８５，８０５千円 

収益的支出予定額     ３８５，８０５千円 

資本的収入予定額     ２３４，９９２千円 

資本的支出予定額     ２３４，９９２千円 

３月３日 １４ 
原案

可決 

     
 



14 

美里町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例等の一部を改正する

条例 

職員の期末手当及び勤勉手当に準じ、議会議員及び町長、

副町長並びに教育長の期末手当を改定したいので、この案を

提出するものである。 

３月３日 ８ 
原案

可決 

15 
刑法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例 

刑法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴

い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものであ

る。 

３月２１日 １７ 
原案

可決 

16 

美里町非常勤消防団員に係る退職報償

金の支給に関する条例の一部を改正す

る条例 

 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行

令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、所要の改

正をしたいので、この案を提出するものである。 

３月２１日 １８ 
原案

可決 

17 
美里町職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例 

令和６年８月の人事院勧告に準じ、職員の給与を改定した

いので、この案を提出するものである。 
３月３日 ７ 

原案

可決 

18 
美里町ハラスメントの防止等に関する

条例 

 職員が快適に働くことのできる勤務環境を確立するため、

ハラスメントを防止するための必要な事項を定めたいので、

この案を提出するものである。 

３月２１日 １９ 
原案

可決 

19 
美里町職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例の一部を改正する条例 

 人事院規則の一部を改正する人事院規則等に準じ、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 ２０ 

原案

可決 

20 
美里町職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改

正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正をしたいの

で、この案を提出するものである。 

３月２１日 ２１ 
原案

可決 

21 
美里町人と犬及び猫が共生する地域社

会に関する条例 

 犬及び猫の所有者等、町民等及び町の責務を明らかにする

ことにより、快適な生活環境を保持し、人と犬及び猫が共生

する地域社会の推進に資するため、この案を提出するもので

ある。 

３月２１日 ２２ 
原案

可決 

22 
美里町ひとり親家庭等の医療費の支給

に関する条例の一部を改正する条例 

埼玉県内で現物給付を実施することに伴い、所要の改正を

したいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 ２３ 

原案

可決 

23 

美里町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例及び美里

町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府

令等が公布されたことに伴い、所要の改正をしたいので、こ

の案を提出するものである。 ３月２１日 ２４ 
原案

可決 

24 
美里町立学校設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例 

 松久小学校、東児玉小学校及び大沢小学校を廃止し、新た

に小学校を設置したいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 ２５ 

原案

可決 

25 
児玉郡市及び深谷市における公の施設

の相互利用に関する協議について 

児玉郡市及び深谷市における公の施設の相互利用に関

する協定書を締結したいので、この案を提出するものであ

る。 

３月２１日 ２６ 
原案

可決 

26 
美里町固定資産評価審査委員会委員の

選任について 

美里町固定資産評価審査委員会委員の小暮義昭の任期が、

令和７年５月１２日をもって満了となるため、後任として平

岡健次を選任することについて、地方税法第４２３条第３項

の規定により議会の同意を得たいので、この案を提出するも

のである。 

２月２８日 ４ 
原案

同意 

      



 

27 
美里町教育委員会教育長の任命につい

て 

美里町教育委員会教育長の南幹生の任期が、令和７年３月

３１日をもって満了となるため、後任として木村健治を任命

することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を得たいので、この

案を提出するものである。 

２月２８日 ５ 
原案

同意 

28 
美里町教育委員会委員の任命について 

 

美里町教育委員会委員の岡本一雄の任期が、令和７年３月

１１日をもって満了となるため、後任として大澤桂子を任命

することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により議会の同意を得たいので、この

案を提出するものである。 

２月２８日 ６ 
原案

同意 

29 
令和６年度美里町下水道事業会計補正

予算（第４号） 

建設改良費と企業債償還金との間の流用の補正 
３月２１日 １６ 

原案

可決 

発議 

１ 

美里町議会会議規則の一部を改正する

規則 

美里町議会への理解を深めてもらうため、議会だよりを全

議員で編集し、内容をより一層充実させていくことが議員の

責務であると考え、所要の改正をしたいので、この案を提出

するものである。 

２月２８日 １ 
原案

可決 

発議 

２ 

美里町議会の個人情報の保護に関する

条例の一部を改正する条例 

刑法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所

要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
２月２８日 ２ 

原案

可決 

発議

３ 

安全・安心の医療・介護の実現のため人

員増と処遇改善を求める意見書 

毎年のように発生している自然災害や新たな感染症に備

え、国民誰もが安心して医療・介護を利用できるように、必

要な人員体制の確保を国の責任で行い、公立・公的病院や保

健所の拡充などの機能強化及び患者等の保険料や一部負担

金の負担軽減を強く求めるため、この案を提出するものであ

る。 

３月２１日 １５ 
原案

可決 

 


